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神戸市地域防災計画について

神戸市危機管理室

平成26年1月31日

資料４
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昭和38年（1963）
「神戸市地域防災計画」策定

水害、高潮、山くずれ等

昭和61年（1986）
「 〃 」（地震対策編）策定

震度Ⅴ（強震）の強

昭和59年
山崎断層地震（震度Ⅱ～Ⅲ）

昭和36年
災害対策基本法施行

平成7年（1995）1月
阪神・淡路大震災

震度６（一部地域で震度７）
死者 ： 4,571人
負傷者 ： 14,678人 （市内）

避難人数：236,899人（H7.1.24）

「神戸市地域防災計画」策定の経緯

地震対策編の抜本改定に着手（平成7年3月～平成8年3月）
・神戸市防災会議に地震対策部会を設置
・部会に「計画フレーム」「災害予防計画」「災害応急対策」各検討分科会を設置

平成8年（1996）3月
「神戸市地域防災計画（地震対策編）」抜本改定

【背景】

【被害】

【想定】

【想定】
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「阪神・淡路大震災」を踏まえた改定
１．計画の位置づけと構成（以下の4編構成とする。）

・本編（地震対策編、風水害等対策編）
・防災対応マニュアル
・防災事業計画（安全都市づくり推進計画）
・防災データベース

２．計画の前提
・実際の災害対応での問題点と課題を解決することを基本スタンスに計画立案
・今後予想される地震（海洋型・内陸型）の被害の特徴を整理
・季節・時刻等、異なった条件での災害事象も定性的に想定

３．予防計画
・安心生活圏の形成…防災拠点の整備、地域活動を支える人・組織づくり
・安全都市基盤の整備…交通、ライフライン、情報通信基盤の強化
・防災マネジメントの強化…体制・対応力の強化、自立・支援のための環境づくり

・防災事業計画の策定（神戸市復興計画及び第4次神戸市基本計画との整合）

４．応急対応計画
・初動体制の強化（職員動員、他機関との連携、情報収集・共有・提供）
・市民・企業の自主防災活動（防災福祉コミュニティ（自主防災組織）の結成・育成）
・備蓄計画、災害弱者対応、ライフラインの復旧対策、ボランティア活動の支援 etc
・防災対応マニュアルの整備・充実 3
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防災事業計画（安全都市づくり推進計画）

１．背景
・平成7年 6月 「神戸市復興計画」策定
・平成7年10月 「第4次神戸市基本計画」策定
・平成8年 3月 「地域防災計画 地震対策編」全面改訂 防災事業計画
・平成8年 6月 「地域防災計画 風水害等対策編」全面改訂 策定を位置づけ

２．位置づけ

・「神戸市復興計画」
・「第4次神戸市基本計画」
⇒ 「安全都市づくり」の推進

を大きな柱として位置づけ

・「安全都市づくり推進計画」
⇒ 具体化を図る部門別計画

として活用
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３．特徴
・日常と災害時との調和を重視し、施策を防災の視点から体系的に整理
・防災対策、都市整備、福祉、教育などハード・ソフト両面から災害に強い安全な都市づくり
を総合的に推進

防災事業計画（安全都市づくり推進計画）

４．基本的な３つの視点
・自立した生活圏の形成
生活圏のひろがりに応じたきめ細かな施策展開を図り、地域の総合的な防災力を向上

・日常と災害時との調和
日常的なまちづくりの中に常に防災の視点を取り入れる

・市民・事業者・ボランティア・行政の役割分担と協働
日常の活動を通じてパートナーシップの強化を図り、連携の仕組みをつくる

５．実現に向けて
・進捗管理と防災上の効果の評価
復興計画等と一体的に進捗管理し、ソフト面の充実、事業相互連携等を総合的に評価

・応急対応計画との一体性の確保
ハード面の整備進捗を把握し、応急対応計画のなかで有効活用するシステムを検討

・地域でのまちづくりを通じた具体化
地域特性に応じた防災カルテ・マップ・計画づくり、訓練等を通じた地域防災力の強化
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７．現計画(H23～27年）

８．現計画の構成
第1章 長期的な視点に立った危機管理・防災戦略
第2章 災害に強い安全都市基盤の構築
第3章 危機管理・災害対応力の強化
第4章 地域の防災力・防犯力の強化
第5章 安全で安心なまちづくりに関する意識の普及・啓発と人材育成）

６．策定経緯
○安全都市づくり推進計画
・第1次（平成 8～17年）
・第2次（平成18～22年）
・第3次（平成23～27年）

連動

○地震防災緊急事業五箇年計画
・第1次（平成 8～12年）
・第2次（平成13～17年）
・第3次（平成18～22年）
・第4次（平成23～27年）

防災事業計画（安全都市づくり推進計画）
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９．現計画の内容（抜粋)

防災事業計画（安全都市づくり推進計画）
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防災対応マニュアル

責任者を明記

フローチャートにより時系列で整理

現在、41項目策定（順次拡充）



①東日本大震災の教訓を踏まえ、国において、「あらゆる可能性を考慮した地震・
津波」想定の見直しに着手。

⇒ 南海トラフ巨大地震・津波想定の見直し

②平成23年10月、兵庫県が当面の措置として、現行の津波高を暫定的に２倍と
した警戒区域を公表、平成24年3月、浸水想定区域を公表。

【できることから取り組む】

⇒ 浸水の恐れがある地域に対し、「地域津波防災計画」の策定を働きかけ

③平成24年8月29日、「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次
報告）及び被害想定（第一次報告）」公表。

④平成25年3月18日、「南海トラフの巨大地震の被害想定（第二次報告）」公表。

⑤平成25年5月28日、「南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）」公表。

【抜本的な見直しに取り組む】

⇒ 防災会議に「南海トラフ地震・津波対策専門部会」 を設置

「地域防災計画」の改定に着手 9

「東日本大震災」を踏まえた改定



「地域津波防災計画」の策定（1/2）

（東川崎地区） （魚崎地区）

■ワークショップ・まち歩き・避難マップ作成

浸水被害が予想される18地区に働きかけ
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地域との協働

「地域津波防災計画」の策定（2/2）
■津波表示板の設置

（入江地区） 11



「南海トラフ地震・津波対策専門部会」の設置
神戸市防災会議
会長：久元喜造市長

委員64人（新委員7人）
・災害対策基本法に基づき設置
・地域防災計画の作成及び実施の推進

さまざまな立場からの専門的な意見

を聴取するため、専門部会を設置
専専門部会から報告書を

防災会議会長へ報告

南海トラフ地震・津波対策専門部会
部会長：京都大学・林春男教授

委員12人
（学識経験者4人、自主防災組織代表者4人、市長が必要と認めるもの4人）

・市防災会議条例にもとづき、防災会議が定めるところにより設置
・部会長、部会の委員は、会長が指名

テーマグループ１

①広域連携
・広域避難
・他都市・各種団体との連携強化

②避難所運営～男女双方の視点、災害時要援護者への配慮～

・運営体制等

③物資の調達・供給
・避難所における備蓄の考え方
・物資の調達・供給体制のあり方

テーマグループ２

④避難システム
・津波時の避難の全体像

・一時避難場所、避難所、広域避難場所のわか
りやすい整理

⑤都心部の津波避難・帰宅困難者対策
・対策の全体像、考え方の整理
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専門部会での主な意見
防災・減災対策

市民・事業者等の自己決定力の向上
【避難所運営】運営に関して当事者が参画

【物資の調達・流通】避難所の備蓄状況について情報発信の推進
備蓄品不足の長期化を想定した各自の調達の検討

【避難システム】情報について大事なのは、
①伝達して行動化されること
②当事者の限定的な判断により避難行動が制限されないようにすること

かしこい避難者となるための事前教育など啓発が必要

【都心部津波避難・帰宅困難者対策】ＳＮＳなどの活用による安心情報の提供

【その他】神戸市ができないことをはっきりさせることが大事
防災情報自体の啓発
防コミだけでなく、自治会長レベルにおける防災教育

【広域連携】連携の形には、物、サービス、人、情報があり、整理が必要
受援の調整コストを下げるため、業務の標準化が必要
災害受援計画における対策・計画の整理が必要
広域避難調整の具体化

【避難所運営】避難生活では、食べ物、きれいな水、スペースの提供の整理が必要
避難所への医療の視点、遺体安置や対応体制

【物資の調達・流通】物流業者に必要な業務のアウトソーシングなどが必要
物資の共有についてはプルのシステムの体制維持が重要
災害時初動対応に必要不可欠な備蓄の推進

【避難システム】地域ごとの被害概要を考慮した避難システムの構築
（危険施設・要援護・滞水地区）
収容避難に係る移動支援手段

【都心部津波避難・帰宅困難者対策】神戸の場合輸送支援は有効

戦略立てた防災対策の推進
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【今後の予定】

・平成25年度内
「報告書」
とりまとめ

・平成26年度
「地域防災計画」
反映、抜本改定



南海トラフ地震・津波対策関連施策の全体像
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